
事例報告

Ⅰ．はじめに

企業スポーツは，これまでの日本のスポーツ
振興において，学校運動部とならび日本独自の
システムとして大きく貢献してきた．しかし，
近年は産業構造の変化やバブル崩壊以降の経済
状況の変化等により休部や撤退が続くなど厳し
い環境におかれている．

上柿の調査によると，この 20 年間で約 340
チームもの企業スポーツチームが活動を休止し
ている（17:77.）．

最近でも，ヱスビー食品が，経営合理化を理
由に過去多くの五輪選手を輩出してきた陸上部

を廃部すると発表した．また，松下電器時代か
ら多くのスポーツにおいてトップチームを所有
してきたパナソニックが，2012 年 9 月中間決
算で巨額の赤字を計上，経営の合理化を迫られ
たことから，バドミントンとバスケットボール
の休部を発表（野球，バレーボール，ラグビー
は活動継続）するなど，その傾向に歯止めがか
からない状況である（朝日新聞2012年9月1日，
同 2012 年 11 月 1 日）．

筆者も，所属していた企業（以下，A 社と表
記）の女子バスケットボールチームが経営環境
の悪化を理由に廃部となった経験を持つ．その
際，同僚社員からは「強化スポーツがなくなっ
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たのは残念」「スポーツの応援で社名を叫ぶの
が楽しみだった」と，スポーツへの取り組みを
評価する声を耳にする機会が多く，このことは，
企業の従業員が抱いている，スポーツへの興味
や企業名への誇りなどの潜在的な欲求を満たす
役割を果たしていたと考える．一方，より高い
競技成績が求められるようになると，選手は競
技に専念する必要に迫られることから会社業務
への寄与が少なくなる．直接的な運営費の増加
と相俟って，企業がスポーツの高コスト化を意
識することにつながり，撤退へのハードルが下
がることが考えられる．特に，A 社は公益事業
を営んでいたこともあり，コストに対する社会
の視線も厳しく，単なる企業の広告宣伝目的で
チームを保有していたとすれば，企業を取り巻
く経済状況の変化によってスポーツ支援の是非
が議論の俎上に上ることは当然であろう．

本稿においては，まず，企業スポーツの歴史
的な背景を踏まえたうえで，A 社の事例から，
企業スポーツ振興における課題や，企業スポー
ツの価値について考察する．また，ここ 20 年
間に東北地方においては，山形，福島，宮城，
秋田の 4 回の国民体育大会（以下，国体と表記）
が開催されている．このような大規模スポーツ
イベントを契機に企業がスポーツ強化に取り組
む事例は地方においては多く見られ，その地域
のスポーツ振興に大きく寄与してきた．一方，
国体という目標に向けて強化を始めた場合に
は，その目的が達成された以降のスポーツ活動
継続へのインセンティブが失われることから，
撤退する事例も散見される．A 社においても，
早くから撤退が議論されてきたが，地元開催の
国体までは活動を継続し，その後，解散した．
一方，国体終了後も引き続きスポーツ支援を継
続する企業も存在する．そこで本研究では，A
社および国体と企業スポーツとの関係を通し，
地方における企業スポーツの実態について明ら
かにすることを目的とする．

次章では，我が国の企業スポーツ発展の経緯
を振り返り，企業経営にとってスポーツが果た
してきた役割や，現在抱える課題について明ら
かにするため，企業スポーツに関する先行研究
をレビューする．そのうえで，地方の企業であ

る A 社による企業スポーツの設立から撤退ま
での経緯について，先行研究から得られる歴史
的変遷に関わる知見と比較しながら検証を加え
ていく．

Ⅱ．企業スポーツの歴史
～先行研究のレビュー～

佐伯によれば，企業スポーツのさきがけは明
治の中期ころには見られたが，当時はあくまで
も職場スポーツとして企業内部の営みであり，
企業スポーツとして覇を競い合うようになっ
たのは大正期に入ってからである（12:32.）．澤
野は，企業スポーツの発生モデルとして，大
正 13 年に創部した八幡製鉄野球部を例に挙げ，
その目的は労働争議を契機にした労務対策で
あったとしている．労務対策としての企業ス
ポーツはさらに「福利厚生型」と「教育訓練型」
とに区別され，後者は紡績会社の女子バレー
ボールに見られた形態で，戦前から女子種目が
盛んとなった要因であるとしている（14:20-24, 
45-47.）．

企業スポーツの競技性の高まりについて，福
田は，従業員同士の相互理解や融和を図るため
に取り入れられた職場スポーツが，企業内の範
囲を超え，企業チーム同士の戦いとなり，より
競技性を高めたとしている（5:186.）．

佐伯は，第二次世界大戦による一時的な休止
を経て，1950 年代には各種競技による実業団
リーグ，1960 年代の日本リーグの編成により，
企業スポーツはそれまで日本スポーツ界をリー
ドしてきた学生スポーツを完全に凌駕する存在
となったとしている（12:33-34.）．1968 年の文
部省の調査によれば，従業員 3,000 人以上の企
業の 46％がノンプロチームを持つに至ってい
る（山下 18:26, 文部省（1968））

玉木は，企業スポーツの発達について，学校
で行うスポーツの競技人口の増加を背景に，高
度経済成長で余力をつけた企業がスポーツ施設
を所有するなど手厚い福利厚生施策をとり，そ
の一環として一流のスポーツ選手を社員として
獲得することで企業のスポーツクラブを強化
し，社員の一体感の醸成や企業宣伝の道具とし
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て企業スポーツを活用したことを指摘している
（15:92-93.）．また，佐伯によれば高度経済成長
を契機にテレビが生活必需品として広く普及し
ていくなか，企業スポーツは広告宣伝媒体とし
ての機能を著しく拡大し，企業戦略上新たなメ
ディアバリューを持つこととなった，としてい
る（12:37-39.）．

福田はこのメディアバリューの高まりによ
り，企業スポーツは高度化したが，デメリット
として，運営の高コスト化と，スポーツ専業社
員の登場により企業スポーツが本来有していた
企業の統合・活性化機能が弱体化したことをあ
げている（5:196.）．

一方で，国際的なプロ化の動向や，国際的な
競技力確保の要請により，プロ契約選手など専
業化が進展したことも見逃せない．鳥羽らによ
れば，ラグビートップリーグは「あくまでも企
業スポーツの体制を維持」することを目指して
はいるが，プロ化した諸外国に対抗する日本代
表チームの強化体制などにより，選手によって
はプロ契約選手を選択し，あえて引退後の社員
としての選択肢を封印するケースがみられると
している（16:83.）．

このように企業スポーツの実質プロ化が進展
する一方，1990 年代にはいり，BS 放送やケー
ブルテレビなどの普及によりメディアスポーツ
のグローバル化が進展し，相対的に企業スポー
ツのメディア価値が低下した（佐伯 12:51-56.）．

さらに，企業内福祉のあり方が変わり，労務
費削減が進展，製造部門の海外移転の動きや社
員の意識変化を受け企業スポーツによる職場の
凝集性への期待の低下に加え，競技力高度化に
向けた選手の専業化や選手側の意識変化により

「文武両道」が成り立たなくなる．そのことに
よって「人材育成」の効果も薄れるとなれば，
企業がスポーツを支援する意味を失うこととな
る（澤野14:181.203.）．職場の凝集性については，
荻野も，トヨタ自動車の企業スポーツを事例に
あげ，職場における社員との接点の多寡が労働
意欲に影響を与えることを指摘しており（11:74-
76.），スポーツ専業選手の増加が企業スポーツ
の衰退の一因となっていることが推察される．

佐伯はこのような企業スポーツの発展から凋

落の歴史について，1960 年代前期までを創世
期，1990 年までを隆盛期，それ以降を衰退期，
と分類している（12:35.）．

しかし，佐伯によれば，企業スポーツ側もこ
の凋落状態の中で，一部企業においては「経
営戦略資源」としてのスポーツの活用を検討
し，その価値開発に積極的に取り組んでいると
し，サントリーやパナソニックにおける CSR
活動の推進に向けた社内専門部署の設置，東芝
における社内後援会組織の事例を紹介している

（13:71.）．
しかし，冒頭に紹介したように，日本の製造

業を支えてきた電機業界を覆う業績悪化の影響
をまともに受ける形で，パナソニックは一部ス
ポーツ活動を休止せざるを得ない状況に追い込
まれた．また，日産自動車野球部はバブル崩壊
後に一度は休部の危機にさらされたが，ゴーン
最高執行責任者が都市対抗野球に感銘を受け，
企業スポーツを「日本の企業文化」として高く
評価し存続を明言した．しかし，2009 年，世
界的な金融危機の影響によるリストラの一環と
して，野球部の休部を決定するに至った（上柿
17:87.）．

この 2 社の撤退事例からは，企業トップが企
業スポーツの意義を十分に理解していたとして
も，あるいは，CSR の観点から企業スポーツ
を再構築しその価値を向上させる施策に積極的
に取り組んだ場合においても，マスメディアを
利用した直接的な広告宣伝をはじめ，慈善活動
や芸術文化支援など，他の多くのツールで代替
可能であり，企業経営に関わる危機的な状況が
顕在化した場合においては，存続を担保するも
のではないことを如実に物語っている．

玉木は，そもそも企業スポーツが持つ宿命と
して，企業はスポーツを発展させるために存在
するのではなく利潤を上げることが第一義の目
的であり，利潤の上がらない部門は切り捨てら
れる，と指摘する．このような危うい制度のも
とでは日本のスポーツ界を安定的継続的に発展
させることは考えられないとし，バブル崩壊以
降，終身雇用，年功序列という企業社会のベー
スが崩壊し社会全体が大変革を迎える中，ス
ポーツ界も企業から独立して自立しなければな
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らない時が来た，としている（15:95-101.）． 
また，不況下におけるリストラ策によるス

ポーツからの撤退について，三崎は，実際の
コスト削減効果以上にステークホルダーに対
しコスト削減策への理解を求めるための「ス
ケープゴート」となった側面があると指摘す
る（10:67.）．原田も同様に，景気が後退し経営
のスリム化が叫ばれるようになると，企業が大
胆にスリム化に取り組んでいることを誇示する

「決意表明」の材料として，企業スポーツは真っ
先にコスト削減の対象とされたと指摘する．株
主利益に関与しない企業スポーツは，その意義
や企業への貢献度に関わらず撤退を余儀なく求
められる状況について解説している（7:38.）．

近年の企業スポーツの状況からは，その種目
において日本のトップレベルを維持する，ある
いは国際的な競争力を確保するためには選手は
専門家集団として技術力向上やチーム力向上に
努める必要があり，限りなくプロに近い存在と
して組織化されることが求められることが伺え
る．しかし，これら先行研究によれば，スポー
ツの専業化が進展することは本来企業スポーツ
が有していた職場凝集性機能を低下させること
につながり，また，メディアバリューが高まる
ことが「スケープゴート」型，「決意表明」型
撤退の引き金となるなど，企業経営を取り巻く
環境変化に支援体制が左右されることは明らか
である．このような企業スポーツの撤退状況を
背景に，トップスポーツのプロ化，クラブ化が
進展してきており，トップスポーツ（特にチー
ムスポーツ）を企業スポーツが支えてきたこれ
までの仕組みが変容してきている．

この変化の時代にある企業スポーツの新たな
意義について，澤野は，地方における地域密着
型としての存在に注目している．特に，地方の
中堅・中小企業によるスポーツ支援と自治体が
連携することにより，地域活性化につながる可
能性があるとしている（14:203-207.）．

また，地方におけるスポーツの振興や競技力
の向上には，現在も企業スポーツが貢献してい
ると考えられる．バスケットボール競技に限っ
ていえば，学生，実業団（企業），クラブチー
ムによって争われる全日本総合選手権東北予選

において，企業チームはここ 10 年間で男子は
4 回，女子は 9 回優勝していることを見ても，
企業スポーツは地域の中で高い競技力を維持し
ていることがうかがえる．

次章においては，地方における企業スポーツ
振興の一例として，A 社の事例を紹介する．

Ⅲ．A社のスポーツ振興事例について

A 社は，東北地方に本社を置く公益事業を営
む企業であり，筆者は平成14年まで延べ8年間，
女子バスケットボール部にアシスタントコーチ
として在籍していた．

A 社は，昭和 26 年の創立以来，社員の人材
育成や職場活性化を図ることを目的として，文
化・スポーツ活動に積極的に取り組んできた．
これらはあくまでも企業内スポーツとしての位
置づけであったが，これをさらに推進するため，
新たなスポーツ振興策の検討を開始した．以下
は A 社創立 40 周年記念誌からの抜粋である注）．

　 　「新しい企業イメージ形成を図るため，
昭和 63 年 2 月に「スポーツ振興推進委員
会」を設置して，新たなスポーツ振興策に
ついての検討を行った．その結果，同年 8
月「ラグビー部」，「女子バスケットボール
部」，「サッカー部」の 3 種目の特別強化種
目を決定し，東北を代表して全国大会で活
躍できるチームの育成を目指すこととし
た．創部以来，各部の選手は業務と練習の
両立を成し遂げ，創部 3 年目にあたる平成
2 年度には，サッカー部は県内のトップレ
ベルとなり，また，女子バスケットボール
部は初の全国大会出場を果たし，さらにラ
グビー部も東北・北海道地区代表として全
国大会出場をかけて戦うなど，目覚ましい
活躍を続けている．また，特別強化種目の
地域的なバランスと種目のバランスを図る
ため，平成 3 年度から新潟地区に「女子バ
ドミントン部」を創部することとした．」

このように順調な強化策がスタートしたが，
サッカー界のプロ化の影響を受け，平成 6 年に
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サッカー部がプロチームに譲渡された．その経
緯については丸山らが以下のようにまとめてい
る（9:144.）．

　 　「華々しい J リーグの開幕によって東北
にも J リーグのチームをという動きが出て
きた．そこで，東北社会人リーグで上位に
位置していた A 社サッカー部が中核にな
り J リーグを目指そうという案が浮上して
きた．当初は，公益企業であることを理由
に難色を示していたが，選手や施設などの
面から協力を進めていくこととなった．一
企業のスポーツ部であった A 社サッカー
部は，新たに設立されたプロチーム運営会
社に譲渡され，J リーグを目指すサッカー
チームへの変革をしていった．しかし，地
位譲渡とともに A 社サッカー部は廃部と
なり，実業団チームとして「仕事もサッカー
も」だったはずの選手が自分たちとはかか
わりのないところで事態が動き，今まで会
社の社員だった選手が会社を辞めてサッ
カーを続けるかサッカーをやめて会社に残
るかの選択を迫られたのである．」

さらに，平成 7 年には，特別強化種目からシ
ンボルスポーツに移行した．「強化」の冠が外
され，社内的には支援が後退したことになる．
女子バスケットボール部においても，選手の採
用枠が縮小されるなどの影響が出始め，部員数
も平成 3 年の 18 人をピークに減少し平成 12 年
には 11 人となった．一方，競技成績は着実に
上向き，平成 12 年に日本リーグ 2 部に昇格し
た．また，翌平成 13 年に地元で開催された国
民体育大会では，成年女子において同部メン
バーを中心に構成されたチームで優勝し，さら
に平成 14 年 2 月には全国実業団大会で優勝し
たが，その後，廃部が決定した．同社の経営環
境が厳しくなり，経費削減や社員の新規採用抑
制の方針により，強化やチームの維持が困難と
なったため，という理由による．廃部当時の部
員は 8 名，うちバスケットボール専業の嘱託社
員は 4 名であった．他のシンボルスポーツであ
るラグビー部，女子バドミントン部も同時に支

援打ち切りとなり，同社のスポーツ振興は設立
から 14 年で幕を閉じたのである．

この設立から撤退までの A 社の事例からは，
先に述べた企業スポーツの衰退に至る歴史と重
なることが多い．そもそも A 社のスポーツ活
動は，社員の人材育成や職場活性化を目的とし，
福利厚生の一部として行われていたが，特別強
化種目を設立するにあたり企業イメージの向
上という企業戦略上の目的を新たに加え，資源
を投入した．しかし，サッカーにおいてはプロ
化の進展による影響，そして他の競技において
は経営環境の悪化による影響，さらに女子バス
ケットボール部においてはスポーツ専業社員の
増加による職場凝集性機能の低下が加わり，撤
退するに至ったと捉えることができる．

新たな目的である「企業イメージの形成」に
ついて，企業経営の戦略的には，広報・企業宣
伝に属するものと考えるが，社内的には人事労
務セクションの施策として展開されている．こ
こに見られる，事業の「目的と遂行」の不一致は，
企業スポーツを推進する上で，阻害要因となっ
たのではないかと考えている．また，新たな企
業戦略上の目的を加えたことについても，企業
は戦略的に参入したものは戦略的に撤退する，
との澤野の指摘（14:158.）を踏まえれば，一定
の役割を果たしたと判断される，あるいは他の
施策で代替可能と判断された場合には，撤退論
議が巻き起こることは必然と言えるだろう．

このことを踏まえると，A 社が企業スポーツ
活動を推進するにあたっては，人事労務管理施
策上の効果を高めることを主目的とするべきで
あったと考えている．A社においてはそもそも，

「人材育成」「職場活性化」という価値を認め，
職場における文化・スポーツ活動を推進してき
た経緯があるからである．

澤野は，企業で働きながらスポーツ活動を行
うことは，通常企業で働くための能力を大きく
促進させる可能性があり，また，責任を伴っ
た仕事をこなしながらスポーツ活動を行うこ
とで，段取りをつけながら時間管理や自己管理
をする能力や，チームマネジメントを通じて
管理能力を高めることができる，としている

（14:111.）．しかし，前述のとおり，高い競技レ
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ベルの追及は，競技への専業化を促進すること
となり，職場凝集性を失うことに加え，特定の
運動部に対する過度な予算配分は，従業員の福
利厚生という概念から大きく逸脱し従業員相互
の不公平感を生み出す恐れがあり，資源投入の
限界点が議論となる．これらを鑑みると，人事
労務管理施策上の価値を期待するのであれば，
勝利のみをその価値基準とするのではなく，身
の丈に合った目標設定やチーム所有の理念が重
要になるだろう．また，所属する選手・スタッ
フがその理念等を十分に理解できるよう意識啓
蒙に努める必要があろう．

このような観点から A 社の事例を振り返っ
てみると，チームの理念の具体化，的確な目標
設定，意識啓蒙，いずれにおいても明確さを欠
いていたと考えられる．A 社を取り巻く経営
環境悪化が背景にあったとはいえ，人事労務管
理施策上の価値を重視した活動を推進すること
により，単純なスポーツ振興の打ち切りという
事態を回避することができたのではないだろう
か．

一方，A 社においては，前述の競技以外にも，
地元で開催された 2 つの国体に向け，9 人制男
子バレーボールとカヌーの 2 種目を創部し強化
を図った．これらは準強化種目と位置付けられ，
総合優勝を目指す国体開催県に対し協力するこ
とを目的としたものである．したがって，それ
ぞれの国体において好成績を収め，地域への協
力という当初の目的を達成したことにより支援
は打ち切られた．澤野が述べるように戦略的
に参入し戦略的に撤退したのである（14:158.）．
このように，地域のスポーツ振興に大きな影響
を持つ国体においては，企業はさまざまな形で
係わりを持つと考えられる．次章においては，
国体に向けた競技力向上施策と企業スポーツと
の間にどのような関係があるかを探る．

Ⅳ．東北地方で開催された国体と
企業スポーツとの関係

平成に入ってから，東北地方では山形，福島，
宮城，秋田の 4 県で国体が開催され，いずれも
開催県が総合優勝している．

いまだに国内最大の総合スポーツ大会である
国体には，地域の大きなイベントとして，さま
ざまな形で企業が関わりを持つ．とりわけ，選
手強化においては，企業の協力なしには立ち行
かないのではないかと推察される．これら東北
地方で開催された国体における競技力向上と企
業スポーツとの関わりをまとめた先行研究は見
当たらないことから，各県体育協会の協力のも
と，実態調査により関係性を把握することとし
た．調査は主にインタビュー調査とし，対象者
は国体当時の競技力向上担当者，現在の体育協
会担当者などである．あわせて各大会報告書
等の調査を実施した（福島県は報告書の調査の
み）．

 
１．山形県（平成4年開催）
　１）調査概要
　（１）山形県体育協会へのインタビュー
　　・日　時　平成 24 年 8 月 7 日（火）
　　・場　所　山形県体育協会
　　・対象者　 （当時役職）競技力対策本部

強化担当
　（２）文献 1）による調査

　２）調査結果
　≪背景≫
　　・ 人口 120 万規模の県での完全国体であ

り，総合優勝には企業の協力が必要で
あった．

　　・ 大企業が少ないことから，地元企業を
中心に，チーム強化，選手の雇用を要
請した．

　≪協力企業の組織化≫
　　・ 昭和 63 年に，協力企業の社長クラス

の連絡組織として「オーナーの会」，
企業における強化実務担当者の連絡組
織として「窓口担当者の会」をそれぞ
れ設立した．

　≪企業選手の割合≫
　　・ 成年種目出場選手 619 名のうち，企

業所属が 321 名（企業所属率 51％）．
うち協力企業所属が 188 名（全体の
30％），一般企業が 133 名（21％）
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　≪その他≫
　　・ 国体の成功を契機に，企業スポーツは

地域のスポーツ振興に有効であるとの
認識が高まったことから，「オーナー
の会」を基盤として，平成6年8月に「山
形県企業スポーツ振興協議会」を設立
した．現在の会員企業は 42 社．県内
企業スポーツチームや選手への助成な
どの事業を行っている．

２．福島県（平成7年開催）
　１）調査概要
　　・文献 2）による調査

　２）調査結果
　≪協力企業の組織化≫
　　・ 昭和 63 年に「福島県企業スポーツ連

絡協議会」を設立した．192 団体が加
盟．企業チーム指定事業として 42 社
の運動部を強化指定している（個人競
技においてもチーム指定している）．

　　・ 協議会主催の監督・コーチ研修会を毎
年開催した．

　　・ 企業等における企業スポーツの充実発
展と意識の高揚を図ることを目的とし
て「企業チーム等オーナー会議」を平
成 5 年から開催した．

３．宮城県（平成13年度）
　１）調査概要
　（１）インタビュー
　　・日　時　平成 24 年 8 月 16 日（火）
　　・場　所　県立 B 高校
　　・対象者　 （当時役職）競技力対策本部

副班長
　（２）文献 3) による調査

　２）調査結果
　≪背景≫
　　・ 総合優勝には企業からの協力は必須と

の認識のもと，対策本部総合計画にお
ける推進対策として「企業スポーツの
組織化を推進し，企業スポーツの振興

を図る」ことが掲げられた．
　≪協力企業の組織化≫
　　・ 「手づくり選手による総合優勝」のス

ローガンのもと，強化選手の採用を期
待し，協力企業の役員クラスで構成す
る「宮城県企業スポーツ連絡協議会」
を平成 7 年に設立した．設立当初会
員数 104 社（平成 13 年度 93 社）．平
成 9 年度から強化指定選手，強化指定
チームを指定した．

　≪企業選手の割合≫
　　・ 強化指定選手 541 人中，民間企業所属

が 233 名（43％），強化指定チーム 68
チーム中民間企業 9 チーム（13％）

　≪その他≫
　　・ 企業の協力は総合優勝の達成には一定

の効果があったと認識している．
　　・ 地方自治体がスポーツ振興に継続的に

資金を投入することは難しく，国体な
ど大規模イベントはスポーツ振興の契
機となる．特にマイナースポーツに取
り組む新たなチームができるなど，普
及には効果がある．

　　・ 具体的な強化については各競技団体と
企業が連携していたが，チーム新設な
どには県の関与が必要であった．

　　・ 平成9年度の強化選手指定開始当初は，
社業への影響を懸念する声があった
が，国体に向けた機運が高まっていく
なかで共感を得られるようになった．

４．秋田県（平成19年度）
　１）調査概要
　（１）秋田県体育協会へのインタビュー
　　・日　時　平成 24 年 8 月 20 日（月）
　　・場　所　秋田県体育協会
　　・対象者　競技スポーツ課課長
　（２）文献 4) による調査

　２）調査結果
　≪協力企業の組織化≫
　　・ 各企業に対するスポーツクラブの設置

促進と，指導者，選手の雇用促進等
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を図ることを目的に，企業や関係機
関 66 団体が加盟し「秋田県社会人ス
ポーツ振興連絡協議会」を発足し，平
成 13 年に企業の代表者により第 1 回
総会を開催した．

　　・ 実務者レベルの連絡組織として「幹事
会」を設置した。

　≪社会人スポーツ強化指定チーム≫
　　・ 平成 15 年度から社会人スポーツ強化

指定チーム制度を導入し，企業のほか，
官公庁やクラブチームも対象に 11 競
技 15 チームを指定した．国体開催年
度には 13 競技 22 チームを指定してい
る．

　≪その他≫
　　・ 国体の開催は，マイナースポーツの強

化には効果が高い．現在，秋田で有力
な競技であるウェイトリフティングは
一巡目の国体時に創設されたチームが
ベースになっている．また，国体強化
のために導入したテクニカルアドバイ
ザー制度は現在も継続している．

５．岩手県
（平成28年度開催に向けた強化の現状）

　１）調査概要
　岩手県体育協会へのインタビュー
　　・日　時　平成 24 年 9 月 6 日（木）
　　・場　所　岩手県体育協会
　　・対象者　業務課長

　２）調査結果
　　・ 母体となる企業スポーツがほとんどな

い．
　　・ 震災の影響が大きく，国体の辞退も検

討されたが，全競技を県内で開催する
ことに決定した．

　　・ 開催決定が遅れたことで強化体制にも
遅れが生じている（本年 4 月に強化委
員会が立ち上がった）．

　　・ 震災前は 28 億円の予定だった強化費
は半減の見通しである．

　　・ もともと企業スポーツが少ない地域で，

さらに震災の影響があり，被災地の企
業にどこまで協力要請できるか見通し
が立たない．

　　・ 総合順位 8 位以内入賞へ目標を下方修
正しており，「優勝のために」という
企業への働きかけは難しい．

６．調査結果のまとめ
国体で総合優勝を目指す行政側が，企業に期

待することは，強化対象となるチームの創設・
育成 ，強化対象選手の雇用である．

各県いずれも，行政と企業の組織化を図るこ
とにより企業への協力体制を構築，多くの企業
がその要請に応え，強化指定選手を雇用するこ
とで総合優勝に向けた競技力向上施策の一翼を
担っており，国体強化において企業への依存は
高いといえる．

このように，国体という地域における一大イ
ベントに際し，自治体からの強い要請があれば
企業も動くことがわかるが，その前提として，
国体総合優勝という目標があってこその支援で
あることも事実である．権は，開催県が優勝す
るための有利な仕組みや，競技力向上のための
ジプシー選手などの存在について批判し，国体
は地元開催県のお祭りにすぎないと批判する

（8:230-235.）．一方，原田は，国体における開催
県の総合優勝について多くの批判があることを
踏まえたうえでの逆説的な意見として，開催県
が必ず優勝できるシステムが存在するがゆえに
国体は命脈を保ち，多くの都道府県からの開催
希望が寄せられるのではないか，と述べている

（6:95.）．企業もまた，「国体総合優勝に向けて」
という，開催地域からの強い要請があればこそ
の支援といえるのではないだろうか．その意味
では，岩手国体は東日本大震災被災県という特
別な事情ではあるが，総合優勝を掲げておらず，
企業の支援方法等，これまでの国体とは異なる
強化への取り組みが求められると考えられる．

国体終了後は，一部の県において企業チーム
の強化指定を継続しているものの，いずれの組
織体も活動を終了しており，国体という目的の
ためだけの一時的な支援と，自治体も企業も割
り切っていることがわかる．このことは，国体
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以降は企業まかせでは企業スポーツの継続は難
しいことを意味している．

一方で，山形県が国体終了後に独自に新たな
協議会を設立し，企業スポーツを地域スポーツ
振興の重要なファクターとして位置付けている
ことは，国体を機運とした地域のスポーツ振興
に企業スポーツを巻き込む取り組みとして注目
したい．また，国体を契機に取り組みを始めた
スポーツを国体終了後も継続している企業もあ
る．たとえば，地方銀行の C 社は，地元開催
の国体を契機に女子バスケットボール部を創部
したが，国体以降も活動を継続し，実業団全国
大会等で優勝するなどの強豪チームである．同
部はその活動方針として，国体において県代表
チームとして活躍することを目標に掲げ，トッ
プリーグである WJBL への昇格を目標とせず，
地域に密着した活動を展開している．この設定
目標は，地方銀行という業態とマッチした身の
丈に合ったもの言えるだろう．このような事例
は，地方のスポーツにおいて国体を契機とした
企業スポーツ振興のインパクトが小さくないこ
との表れといえよう．

Ⅴ．まとめと今後の課題

本研究においては，A 社のスポーツ振興事
例について，企業スポーツの歴史に関する先行
研究から得られた知見と比較して評価したうえ
で，東北地方で開催された国体と企業との関わ
りについて調査を行い，地方のスポーツ環境に
おける企業スポーツの実態について明らかにし
た．

先行研究が示すように，競技レベルの高まり
によりスポーツの専業化が進み，高コスト化や
人事労務施策上の価値低減を招き，さらにメ
ディアバリューの低下が加わったことで，企業
スポーツの衰退を招いた．その結果，トップス
ポーツのプロ化やクラブ化が進展している．し
かし，競技によってはプロ化が困難な場合があ
ること，また，すべての競技者がプロを選択す
るわけではないことを鑑みると，働きながら安
心してスポーツに打ち込むことができる日本特
有のスポーツ文化である企業スポーツは，引き

続きトップスポーツを下支えする存在として意
義を持つこととなるだろう．さらに，本稿で明
らかにしたように，地方のスポーツ振興や競技
力向上において，企業スポーツが果たす役割は
重要である．しかし，その理念により企業がス
ポーツチームを保有するとは考えにくい．やは
り，企業にとってインセンティブが働くような
価値をスポーツ側が与えられなければ，企業の
スポーツ離れはますます進んでいくのではない
かと危惧している．地方の企業スポーツにおい
ては，身の丈に合った目標設定やチーム理念の
具体化と意識啓蒙を通じ，人材育成効果や職場
凝集性効果などの人事労務施策上の価値を高め
ることが重要であろう．

今後は，国体以降もスポーツ支援を継続して
いる企業スポーツチームが，労務管理施策上の
価値をどのように捉えているかを調査し，地方
における企業スポーツが重視すべき価値に関し
て事例検証を重ねていく．加えて，企業はスポー
ツ活動に何を期待しているのかについて明らか
にするには，企業経営側へのインタビュー等の
調査が必要となるが，これらについては今後の
研究課題とする．

  以上
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